
＜別紙２ 障害者グループホーム版＞ 

第三者評価結果 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

1 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

法人理念、基本方針が運営法人のホームページ等に記載され、ホーム内に掲示し研修などで

職員への周知を図っています。わかりやすい資料による利用者や家族への周知が課題となっ

ています。 

 

2  （Ⅰ-2 経営状況の把握） 

毎月定期的に試算表を作成して、福祉サービスのコスト分析や福祉サービス利用者の推移、

利用率等の分析を行っています。短期入所の受け入れについて、解決・改善に向けて具体的

な取組が課題と考えています。 

 

3  （Ⅰ-3 事業計画の策定） 

ホームの方針として法人の理念「笑顔の絶えないホーム」を目標としています。中長期計画

がありませんが、事業計画は職員の意見を集約して策定しています。事業計画は職員へ周知

し、連絡ボードなどで主な内容を利用者に知らせています。非常勤職員からの意見収集と周

知が課題となっています。 

 

4 （Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

支援の質の向上を事業計画に取り上げて、組織的にＰＤＣＡサイクルによる福祉サービスの

質の向上の取組を実施しています。利用者満足度調査をホーム独自で実施し、その内容の改

善を行っています。改善策や実施状況を連絡ノート等で職員が共有していますが、研修参加

も含めた非常勤職員の参画がない事を課題と捉えています。 

 

 

Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

5 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

管理者は、福祉サービスの質の向上について、ホーム内で常勤職員との協力体制を構築して

います。管理者は、自らのホームの管理に関する取組を明確にしていますが、文書化してお

らず課題となっています。会議において管理者の役割を周知して、職員の意見を反映するた

めに話し合うようにしています。 

 

6 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

法人は、必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方、福祉人材の確保と育成に関す

る方針を確立しており、求人は法人や他事業所と連携を図りながら行っています。育成に関

しては、本人の意思を確認しながら法人の研修制度を利用しています。人手不足が現在の課

題になっています。 
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7 

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

ホームページ等により、理念や基本方針、提供する福祉サービスの内容、事業計画、事業報

告を公開しています。第三者評価の受審結果や苦情・相談の体制や内容についても公表して

います。運営規定や倫理行動マニュアル等で、ホームにおけるルール等を明確にして、職員

等に周知しています。 

 

8 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

活用できる施設や地域の情報を収集し、地域の祭りや地域ボランティア活動等の情報を掲示

板等で利用者に提供しています。希望者がいれば参加するための支援を行っていますが、コ

ロナ禍のため積極的に参加することは控えています。 

 

 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

9 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

倫理行動綱領と職員ハンドブックの読み合わせを行っています。利用者を尊重した福祉サー

ビス提供についての基本姿勢を明示して、組織内で共通の理解をもつための取組が行われて

います。法人では人権の研修を年1回開催して、職員への意識づけに力を入れています。 

 

10 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定） ） 

利用希望者等に対しては、所長を中心に説明と見学に対応しています。新規入居のために短

期入所の体験案内を行っています。事業所の情報をリアルに感じてもらうために、今後は動

画等を作成し、伝えやすい工夫が必要と考えています。 

 

11 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

利用者満足の向上を目的として、年1回の「満足度調査」を行うことにしています。日頃よ

り利用者家族の来訪時には十分なコミュニケーションを図っていますが、家族の参加などを

求めた総会などは開催しておらず、家族連携が課題となっています。 

 

12 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

日頃の職員の心掛けにより、利用者が相談しやすく、意見を述べたい時の方法や相手を選択

できる相談しやすい事業所になっています。家族からは来訪時に相談を受け付けています。

現状ではコミュニケーションを中心とし、連絡ノートなどでの記録はありますが、仕組みと

しては不十分と考えています。対応マニュアルの見直しなどが今後の課題です。 

 

13 

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

リスクマネジメント体制としては、個人の外出緊急時には管理者やサービス管理責任者に連

絡するようにしています。安否確認システムでのメール確認ができるような体制も検討して

います。事故防止策等の安全確保策の実施状況はヒアリハットや事故報告などで定期的に確

認しています。 
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Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

14 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

標準的な実施方法を運営規程や早番・遅番・平日夜勤・土日夜勤ごとの業務内容に適切に文

書化しています。それぞれのマニュアルには、利用者の尊重、プライバシーの保護や権利擁

護に関わる姿勢を明記しています。支援の標準的な実施方法の検証・見直しを行い、個別支

援計画の内容を必要に応じて反映しています。 

 

15 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

アセスメント手法を確立して、利用者、家族のニーズを聞き取りながら、個別支援計画に反

映しています。個別支援計画には、利用者一人ひとりの具体的なニーズが明示されていま

す。本人の意思決定の判断が難しい場合は、家族へのヒアリングも同時に行っていますが、

家族の協力が難しいケースもあります。小規模のホームでもあり、外部の看護師以外のさま

ざまな職種の方や他機関との連携を整備していくことが課題となっています。 

 

16 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

利用者の身体状況や生活状況等を、統一した様式によって把握し記録しています。パソコン

のネットワークシステムの利用により、ホーム内で情報を共有する仕組みが整備されていま

す「個人情報保護規程」により、利用者の記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規

定が定められています。職員には、職員会議等で伝え、個人情報保護規程等を理解し、遵守

しています。 

 

 

 

 

 

 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価A－１－（１）、（２）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

17 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

職員は利用者の自己決定を尊重するため、利用者の思いを聞く機会が一番大切と考え、相談で

きる環境を常に整備することに心掛けています。その人らしさや利用者の気持ちを大切にしな

がら、利用者の希望や行動が利用者の前向きな気持ちになるように支援しています。対応の難

しい要望などの回答に関しては、納得してもらう説明方法が、今後も課題と考えています。 

 

18 

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等） 

職員には、利用者の権利侵害の防止を図るため、職員会議での説明、内部研修の実施、外部研

修への参加を勧めています。身体拘束ついては周知をしています。利用者への声かけには、一

人ひとり適切な呼称や適切な言葉づかいをしています。世話人が一人で対応する場合があり、

利用者の権利侵害の防止等の確保について検討していかなければいけないと考えています。 
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Ａ-２ 生活支援（内容評価A－２－（１）～（８）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

19 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

職員は、法人における研修や職場の学習を通して支援姿勢等の習得を行っています。常勤職員

は採用前に 1 週間の研修を行い、その後 7 年目まで定期的にフォローアップ研修を行い、支

援の基本等について学んでいます。非常勤職員は採用前実習や研修を通して、基本的な支援を

学び、その後は全体研修や職場での会議等で支援の基本を学んでもらうようにしています。 

 

20 

（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

個別支援計画にもとづく日常的な生活支援に努めています。食事は切り方や糖分の制限など

個別に対応するようにしています。入浴は基本毎日入浴でき、同性介助をしています。排泄

支援も利用者の状況に応じて対応しています。利用者によって支援内容に差異がある為、統

一した支援が出来るようにしていますが、なかなか改善につながらない現状を課題としてい

ます。 

 

21 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

環境整備に関してもマニュアルを参照しています。1階の女性部屋と短期入所とは間仕切り

があり、浴室も2ヶ所設定されています。共有トイレも2ヶ所あり、プライバシーに配慮して

います。また、部屋トイレの設置もあり、支援内容によって利用している利用者もいます。

短期入所者(定員2人)を受け入れる場合は対応に追われ、人員調整が困難な場合もあり、その

調整が課題と考えています。 

 

22 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

巡回看護師が定期的にホームを訪れ健康管理や相談に応じています。また、通院の同行支援

を行って、主治医に本人の様子を報告し、健康面のフォローをしています。利用者の障害に

応じて、利用者が主体的に機能訓練や生活訓練を行うことが欠かせません。駐車場や廊下で

の歩行訓練は毎日続けています｡ 

 

23 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

通院同行時に主治医から話を聞き、指示に従って利用者の支援を行っています。服薬の自己

管理が難しい利用者にも、同様に医師等の指示にもとづいて支援を行っています。近年は、

糖尿病予防に対しての服薬管理などが重要になってきています。 

 

24 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

新型コロナ感染対策からレクリエーションも少なくなり、課題となっている社会参加等も減

ってきています。その中で、障害者スポーツ大会のバレーボールには参加しました。利用者

個人では、近隣のショッピングセンターなどに自由に出かけるなど個々に自由に過ごせてい

ます。今後は利用者家族を対象とした研修などで、社会参加の機会が増えることが課題とな

っています。 

 

25 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

将来は一人暮らしをしたいという希望をもっている方もいます。本人の気持ちを聞きつつ、

一人暮らしをする為に身につけることなど、わかりやすく説明していく必要があると考えて

支援しています。移行への支援として、同一法人の施設をサテライトとする考え方や、他の

障害者GHとの交流や、地域情報なども積極的に収集すること等の検討が課題と考えていま

す。 
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26 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

職員は日頃から利用者の要望や希望を聞き取れるようなコミュニケーションを図ることが重

要と考えています。家族等には来訪時に、積極的に報告する情報共有の場を設けています。機

関誌などの発行や動画を作成することによる新たな情報提供の検討を課題としています。 

 

 

 


